
B2353

�油圧・空気圧用及び一般用途用金属
�製管継手－油圧用継手の試験方法

特記事項 

本PDFファイルは音声読上げ用です。閲覧を目的としたPDFファイルではありません。 

JIS案等の閲覧は，閲覧用ファイルをご利用ください。 

音声読上げする場合は、PDF文章の音声再生が可能なツールをご利用ください。 

ご利用の環境によっては，音声の読上げがされないことがあります。 

本PDFファイルの情報はJIS案等から機械的に抽出したテキスト情報で構成されています。 

これらは音声読上げに最適化されたものではありませんので，規格の内容が正しく読み上げされない可

能性があることをご了承願います。 



 
B 2353：0000  

 
著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

目 次 1 

ページ 2 
序文 ··································································································································· 1 3 

1 適用範囲 ························································································································ 1 4 

2 引用規格 ························································································································ 1 5 

3 用語及び定義··················································································································· 2 6 

4 一般要求事項··················································································································· 2 7 

4.1 試験組立品 ··················································································································· 2 8 

4.2 試験装置 ······················································································································ 5 9 

4.3 手順 ···························································································································· 5 10 

4.4 試験成績書 ··················································································································· 6 11 

5 繰返し組立試験················································································································ 6 12 

5.1 基本 ···························································································································· 6 13 

5.2 手順 ···························································································································· 6 14 

5.3 試験組立品の再使用 ······································································································· 6 15 

6 漏れ試験 ························································································································ 7 16 

6.1 基本 ···························································································································· 7 17 

6.2 手順 ···························································································································· 7 18 

6.3 試験組立品の再使用 ······································································································· 7 19 

7 耐圧試験 ························································································································ 8 20 

7.1 基本 ···························································································································· 8 21 

7.2 手順 ···························································································································· 8 22 

7.3 試験組立品の再使用 ······································································································· 9 23 

8 破壊圧力試験··················································································································· 9 24 

8.1 基本 ···························································································································· 9 25 

8.2 手順 ···························································································································· 9 26 

8.3 試験組立品の再使用 ······································································································· 9 27 

9 耐衝撃圧試験··················································································································· 9 28 

9.1 基本 ···························································································································· 9 29 

9.2 手順 ···························································································································· 9 30 

9.3 試験組立品の再使用 ······································································································ 10 31 

10 真空試験 ······················································································································ 10 32 

10.1 基本 ·························································································································· 10 33 

10.2 手順 ·························································································································· 10 34 

10.3 試験組立品の再使用 ····································································································· 10 35 

11 過締付け試験 ················································································································ 10 36 

11.1 基本 ·························································································································· 10 37 



 
B 2353：0000  

 
著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

11.2 試験装置 ···················································································································· 11 38 

11.3 手順 ·························································································································· 11 39 

11.4 試験組立品の再使用 ····································································································· 11 40 

12 振動試験 ······················································································································ 11 41 

12.1 基本 ·························································································································· 11 42 

12.2 手順 ·························································································································· 11 43 

12.3 試験組立品の再使用 ····································································································· 13 44 

13 振動を伴う耐衝撃圧試験 ································································································· 14 45 

13.1 基本 ·························································································································· 14 46 

13.2 手順 ·························································································································· 14 47 

13.3 試験組立品の再使用 ····································································································· 15 48 

14 規格適合表示 ················································································································ 15 49 

附属書 A（参考）試験成績書の様式例 ····················································································· 16 50 

参考文献 ···························································································································· 19 51 

附属書 JA（参考）JIS と対応国際規格との対比表 ······································································ 21 52 

 53 



 
B 2353：0000  

 
著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

まえがき 54 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人55 
日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業56 
大臣が制定した日本産業規格である。 57 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 58 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意59 
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実60 
用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 61 

 62 





 
 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

日本産業規格（案）       JIS 63 

 B 2353：0000 64 

 65 

油圧・空気圧用及び一般用途用金属製管継手－ 66 

油圧用継手の試験方法 67 

 68 

Metallic tube connections for fluid power and general use - 69 

Test methods for hydraulic fluid power connections 70 

 71 

 72 
序文 73 

この規格は，2021 年に第 1 版として発行された ISO 19879 を基とし，技術的内容を変更して作成した日74 
本産業規格である。 75 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。76 
技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 77 

 78 

1 適用範囲 79 

この規格は，油圧用の金属製管継手，ポート及びフランジ接続部の継手端部の統一した試験方法及び性80 
能評価方法について規定する。この規格は，ISO 18869 で規定されている油圧用の急速継手の試験には適81 
用しない。 82 

この規格に規定する試験は互いに独立しており，試験ごとに従う方法を規定している。実施する試験方83 
法及び性能基準については，適切な機器の日本産業規格又は国際規格を参照。 84 

継手の適格性確認については，該当する継手の規格に別途規定されている場合，又は受渡当事者間で合85 
意している場合を除き，この規格で規定する数の試験組立品の試験を行う。 86 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 87 
ISO 19879:2021，Metallic tube connections for fluid power and general use -- Test methods for hydraulic 88 

fluid power connections（MOD） 89 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”こと90 
を示す。 91 

2 引用規格 92 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項93 
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を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 94 

JIS B 0142 油圧・空気圧システム及び機器－用語 95 

注記 対応国際規格における引用規格：ISO 5598，Fluid power systems and components－Vocabulary 96 

JIS B 2401-3 O リング－第 3 部：外観品質基準 97 

注記 対応国際規格における引用規格：ISO 3601-3，Fluid power systems－O-rings－Part 3: Quality 98 
acceptance criteria 99 

JIS K 2001 工業用潤滑油－ISO 粘度分類 100 

注記 対応国際規格における引用規格： ISO 3448， Industrial liquid lubricants－ ISO viscosity 101 
classification 102 

JIS Z 2245 ロックウェル硬さ試験－試験方法 103 

注記 対応国際規格にける引用規格：ISO 6508-1，Metallic materials－Rockwell hardness test－Part 1: 104 
Test method 105 

ISO 48-2，Rubber, vulcanized or thermoplastic－Determination of hardness－Part 2: Hardness between 10 IRHD 106 
and 100 IRHD 107 

ISO 6605，Hydraulic fluid power－Test methods for hoses and hose assemblies 108 

ISO 6743-4，Lubricants, industrial oils and related products (class L)－Classification－Part 4: Family H 109 
(Hydraulic systems) 110 

ISO 10763，Hydraulic fluid power－Plain-end, seamless and welded precision steel tubes－Dimensions and 111 
nominal working pressures 112 

3 用語及び定義 113 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS B 0142 による。 114 

4 一般要求事項 115 

警告 この規格の中には，危険性のある試験が含まれている。これらの試験に当たっては，適切な安全116 
上の全ての注意事項を厳守する必要がある。破裂，微細噴流（皮膚を貫通する可能性がある。）及117 
び膨張気体のエネルギー放出の危険性に注意を要する。エネルギー放出の危険性を低減するため118 
に，加圧試験前に空気を試験組立品から抜く。試験の段取り及び実施は，適切な個人用保護具を119 
使用し，適切な訓練を受けた者が行う。 120 

4.1 試験組立品 121 

試験を行う全ての構成部品は，ろう付け構成部品に要求される焼なましナットを含め，完成品としての122 
形状でなければならない。それぞれの継手の規格に別途規定がある場合を除き，タイプ 1 の試験組立品に123 
おいて，管接続は図 1 に，タイプ 2 の試験組立品において，おすスタッド継手端部は図 2 による。継手を124 
その最大能力まで試験する場合には，代替として，破壊圧力試験及び耐衝撃圧試験に金属管の使用を省略125 
してもよく，図 3 に示すように，同等の能力をもつ異なった構成をタイプ 3 の試験組立品に組み合わせて126 
もよい。フランジ継手のタイプ 4 の試験組立品は，図 4 による。試験組立品に関連する要求事項は，表 1127 
による。 128 

 129 
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 130 

表 1－試験組立品に関する要求事項 131 

部品名 説明及び詳細情報 

ストレートスタッド継手 
継手端部，継手形状及び密封方法の種類は任意であ

るが，試験成績書に記録する。 

金属管 

管の厚さは，各継手の最高使用圧力に従って選択す

る。ISO 10763 に従う管の最高使用圧力は，それぞ

れの継手の最高使用圧力と同等又はそれより僅か

に大きくする。管の長さは，管の外径の 5 倍に 50 
mm を加える。 

エルボ継手（該当する場合，スイベル付き） － 
閉止栓（キャップ又はプラグ） － 
方向調整形エルボ継手 － 
フランジ継手 － 
シール 例えば，O リング。 

 132 

 
 記号説明 
 1：スイベルナット 
 2：管用ナット 
 3：ストレートスタッド継手 
 4：金属管 
 5：エルボ継手 
 6：閉止栓（キャップ又はプラグ） 
 7：シール（例えば，O リング） 
注 a) L = 5×管外径（ミリメートル単位）＋50 mm 
 

図 1－標準的な管接続用の試験組立品（タイプ 1） 133 

 134 

 135 

 136 

 137 

 138 
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a) 固定形継手端部の接続 b) 方向調整形継手端部の接続（該当する場合，エルボ継手付き） 

 記号説明 

  1：ストレートスタッド継手 
  2：閉止栓（キャップ又はプラグ） 
  3：方向調整形エルボ継手 
  4：シール（例えば，O リング） 

図 2－標準的な継手端部用の試験組立品（タイプ 2） 139 

 140 

 
 記号説明 
 1：スイベルナット 
 2：スイベル付きエルボ継手 
 3：閉止栓（キャップ又はプラグ） 
 4：方向調整形エルボ継手 
 5：シール（例えば，O リング） 
 

図 3－標準的な管なし用の試験組立品（タイプ 3） 141 

 142 

 143 
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 記号説明 
 1：フランジ継手 
 2：シール（例えば，O リング） 
 3：スプリットフランジクランプ 
 4：ねじ 
 5：座金 
 6：試験用ブロック 
注 a) この端部は，キャップ又はプラグで閉止する。 
 

図 4－標準的なフランジ継手用の試験組立品（タイプ 4） 144 

4.2 試験装置 145 

4.2.1 試験用ブロック 146 

表面処理は施さず， JIS Z 2245 に従って，最低硬さ 35 HRC とする。複数のポートをもつ試験用ブロッ147 
クについては，試験ポート間の距離を，ポート径の 1.5 倍以上とする。ポートの中心線から試験用ブロッ148 
ク端面までの距離は，ポート径以上とする。 149 

4.2.2 シール材 150 

過締付け試験を除き，又は別途規定のない限り，全ての試験について，シールは，ニトリルゴム（NBR）151 
製で，その硬さは，ISO 48-2 に従って測定したとき(90±5) IRHD とする。シールは，それぞれの寸法の要152 
求事項に適合し，O リングが該当する場合，JIS B 2401-3 の等級 N（一般用）の品質要求を満足するか，又153 
はそれ以上とする。 154 

4.3 手順 155 

4.3.1 ねじ部潤滑 156 

全ての試験について，締付けトルクを加える前に，炭素鋼製継手には，JIS K 2001 に規定する ISO 粘度157 

A 

A 

A－A 
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グレード番号 ISO VG 32 相当の動粘度の作動油をねじ及び接触面に塗布する。炭素鋼以外の材料でできた158 
継手については，ねじ部潤滑に関する製造業者の推奨事項に従う。 159 

4.3.2 締付けトルク 160 

繰返し組立試験及び過締付け試験を除き，全ての試験について，管接続部及び継手端部は，それぞれの161 
継手の規格の要求最小締付けトルク又は最小締付け量で試験する。指定がない場合は，製造業者指定の最162 
小締付けトルク又は指締め位置からの最小締付け量で試験する。タイプ 2 及びタイプ 3 の試験組立品につ163 
いては，可能な限り実際の最悪組立条件で試験するために，方向調整形継手を手締め位置から 1 回転戻し164 
た後，締付けトルクを加える。 165 

4.3.3 温度 166 

それぞれの継手の規格に別途規定のない限り，全ての試験について，試験流体の温度は，15 ℃～80 ℃167 
とする。 168 

4.4 試験成績書 169 

試験結果及び試験条件を記録する（附属書 A を参照）。 170 

注記 ISO/TR 11340 は，漏れを記録する方法を提供している。 171 

5 繰返し組立試験 172 

5.1 基本 173 

それぞれの継手の規格に別途規定のない限り，3 個のタイプ 1 の試験組立品を試験し，分解及び再組立174 
を 5.2 に規定する回数行った後に，要求事項を満たすことを確認する。 175 

5.2 手順 176 

ストレートスタッド継手（図 1 の記号 3）及びエルボ継手（図 1 の記号 5）の管接続部の分解及び再組立177 
を 6 回行う。各再組立に先立ち，管を 60°右に回す。再組立時には，それぞれの継手の規格又は製造業者178 
が指定する最大締付けトルク又は最大締付け量で，各ナットを締め付ける。初回及び 6 回目の再組立の後，179 
表 2 に従って，全ての試験組立品に対して，漏れ試験（箇条 6）及び耐圧試験（箇条 7）を行う。 180 

 181 

表 2－繰返し組立試験の条件及び手順 182 

試験項目 条件及び手順 
試験流体 

箇条 6 及び箇条 7 による。 試験圧力 
試験時間 
合否基準 漏れ試験又は耐圧試験実施時のいずれか一方でも漏れが発生した場合，不合格とみなす。 

5.3 試験組立品の再使用 183 

この試験に合格した部品は，規定する最小締付けトルク又は最小締付け量での破壊圧力試験及び耐衝撃184 
圧試験に再使用してもよいが，実際の供給に使用してはならず，また，在庫に戻してはならない。 185 
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6 漏れ試験 186 

6.1 基本 187 

それぞれの継手の規格に別途規定のない限り，繰返し組立試験から 3 個のタイプ 1 の試験組立品，又は188 
該当する場合には，3 個のタイプ 2，タイプ 3 若しくはタイプ 4 の試験組立品に漏れ試験を行い，試験圧力189 
を受けた際に，試験組立品からの漏れがないことを確認する。 190 

6.2 手順 191 

図 5 に示すように，表 3 に従って，水中で試験組立品を加圧する。 192 

 193 

 
 記号説明 
 1：試験流体の入口 
 2：水 
 

図 5－標準的な漏れ試験用の試験組立品配置 194 

 195 

表 3－漏れ試験の条件及び手順 196 

試験項目 条件及び手順 

試験流体 
空気，窒素又はヘリウムを用いる。 
試験流体は，試験成績書に記録する。 

試験圧力 
それぞれの継手の規格に従って，圧力が継手の最高使用圧力の 15 %に等しい圧力に達するまで試

験圧力を連続的に増加させる。ただし，6.3 MPa を超えてはならない。 

試験時間 
試験準備中に，継手のねじ部に閉じ込められた空気が全て抜けた後，試験圧力で最低 180 秒間と

する。 
合否基準 試験組立品から，上昇気泡の漏れが発生してはならない。 

6.3 試験組立品の再使用 197 

この試験に合格した部品は，箇条 7～箇条 13 の試験に使用してもよいが，実際の供給に使用してはなら198 
ず，また，在庫に戻してはならない。 199 
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7 耐圧試験 200 

7.1 基本 201 

それぞれの継手の規格に別途規定のない限り，3 個のタイプ 1 の試験組立品，又は該当する場合には，3202 
個のタイプ 2，タイプ 3 若しくはタイプ 4 の試験組立品を試験し，指定された接続部が継手の最高使用圧203 
力の最低 2 倍に耐え，目視可能な漏れがないことを確認する。 204 

7.2 手順 205 

試験組立品内の空気抜きを行った後に，図 6 に示すように，表 4 に従って，試験組立品に加圧する。 206 

 207 

 
 記号説明 
 1：試験流体の入口 
 2：空気 
 

図 6－標準的な耐圧試験及び破壊圧力試験用の試験組立品配置 208 

 209 

表 4－耐圧試験の条件及び手順 210 

試験項目 条件及び手順 

試験流体 
ISO 6743-4に規定する作動油（例：HM）で，JIS K 2001に規定するISO粘度グレード番号ISO VG 
32と同等又はそれ以下の動粘度の作動油，又は水とする。 

試験流体は，試験成績書に記録する。 

試験圧力 
それぞれの継手の規格に従って，継手の最高使用圧力の2倍とする。 
圧力は，試験圧力に達するまで，継手の最高使用圧力の 16 %を超えない速さ（毎秒）で加圧する。 

試験時間 試験組立品は，最低 60 秒間試験圧力を保持する。 
合否基準 試験中に，試験組立品から漏れがあってはならない。 

7.3 試験組立品の再使用 211 

この試験に合格した部品は，箇条 8 の破壊圧力試験に使用してもよいが，実際の供給に使用してはなら212 
ず，また，在庫に戻してはならない。 213 
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8 破壊圧力試験 214 

8.1 基本 215 

それぞれの継手の規格に別途規定のない限り，3 個のタイプ 1 若しくはタイプ 3 の試験組立品，又は該216 
当する場合には，3 個のタイプ 2 若しくはタイプ 4 の試験組立品を試験し，指定された接続部が継手の最217 
高使用圧力の最低 4 倍に耐える能力があることを確認する。 218 

8.2 手順 219 

試験組立品内の空気抜きを行った後に，図 6 に示すように，表 5 に従って，試験組立品に加圧する。 220 

 221 

表 5－破壊圧力試験の条件及び手順 222 

試験項目 条件及び手順 

試験流体 
ISO 6743-4に規定する作動油（例：HM）で，JIS K 2001に規定するISO粘度グレード番号ISO VG 
32と同等又はそれ以下の動粘度の作動油，又は水とする。 

試験流体は，試験成績書に記録する。 

試験圧力 
最低試験圧力は，それぞれの継手の規格に従って，継手の最高使用圧力の 4 倍とする。 
圧力は，継手の最高使用圧力の 16 %を超えない速さ（毎秒）で加圧する。 

試験時間 試験は，可能な限り，破壊するまで継続する。 
合否基準 どの試験組立品も，最低試験圧力未満で，目視可能な漏れを示してはならない。 

8.3 試験組立品の再使用 223 

この試験に合格した部品は，他の試験に使用せず，実際の供給に使用してはならず，また，在庫に戻し224 
てはならない。 225 

9 耐衝撃圧試験 226 

9.1 基本 227 

それぞれの継手の規格に別途規定のない限り，3 個のタイプ 1 若しくは 6 個のタイプ 3 の試験組立品，228 
又は該当する場合は，6 個のタイプ 2 若しくはタイプ 4 の試験組立品を使用して，継手の最高使用圧力の229 
133 %の耐衝撃圧（インパルス）試験を 100 万サイクル行い，部品に漏れ又は破損などの不具合がないこと230 
を確認する。ただし，DN 51 以上のフランジ継手の組立品，及び管外径 50 mm 以上の継手については，強231 
度計算又は有限要素法による解析によって設計検証した場合，3 個の試験組立品の試験で十分とする。 232 

9.2 手順 233 

試験組立品内の空気抜きを行った後に，表 6 に従って，耐衝撃圧試験を行う。 234 

 235 

 236 

 237 

 238 
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表 6－耐衝撃圧試験の条件及び手順 239 

試験項目 条件及び手順 

試験流体 
ISO 6743-4に規定する作動油（例：HM）で，JIS K 2001に規定するISO粘度グレード番号ISO VG 
32と同等又はそれ以下の動粘度の作動油，又は水とする。 

試験流体は，試験成績書に記録する。 

試験圧力 
試験圧力は，継手の最高使用圧力の 133 %のピーク圧力及び最大 2.0 Hz の固定衝撃振動数をもつ

ISO 6605 の図 2 又は図 3 に規定されている波形に適合しなければならない。 
試験回数 最低 100 万衝撃サイクルとする。 

合否基準 
いずれの試験組立品も漏れ又は不具合（管抜け，ナットのゆるみ，継手本体にき裂など）があって

はならない。 

9.3 試験組立品の再使用 240 

この試験に合格した部品は，他の試験に使用せず，実際の供給に使用してはならず，また，在庫に戻し241 
てはならない。 242 

10 真空試験 243 

10.1 基本 244 

それぞれの継手の規格に別途規定のない限り，2 個のタイプ 1 の試験組立品，又は該当する場合には，2245 
個のタイプ 2 若しくはタイプ 4 の試験組立品を試験し，絶対圧力 6.5 kPa の真空で漏れがなく，最低 5 分246 
間耐えることを確認する。 247 

10.2 手順 248 

表 7 に従って，真空試験を行う。 249 

表 7－真空試験の条件及び手順 250 

試験項目 条件及び手順 
試験流体 空気とする。 
試験圧力 絶対圧力 6.5 kPa の真空とする。 

試験手順 
試験組立品を，マノメーター及び遮断弁を備えた真空源に接続する。この表に規定する試験圧力

まで真空引きし，遮断弁を閉じる。この圧力で，試験組立品をこの表に規定する試験時間保持す

る。漏れは，絶対圧力の指示値の増加で示される。 
試験時間 最低 5 分間とする。 
合否基準 いずれの試験組立品も，絶対圧力の指示値の増加が，3 kPa を超えてはならない。 

10.3 試験組立品の再使用 251 

この試験に合格した部品は，他の試験又は実際の供給で使用してもよい。 252 

11 過締付け試験 253 

11.1 基本 254 

それぞれの継手の規格に別途規定のない限り，管用ナット及びスイベルナットがそれぞれの継手の規格255 
に規定されている過締付け値（過剰締付けトルク）又は過締付け量で試験する場合，管用ナット（図 1 の256 
記号 2）をもつ継手の 3 個の部品及びスイベルナット（図 1 の記号 1）をもつ継手の 3 個の部品を含め，6257 



11 
B 2353：0000  

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

個の試験組立品を試験して，過締付けの適格性に耐えることを確認する。 258 

11.2 試験装置 259 

別途規定のない限り，JIS Z 2245 に従って測定したとき，最低硬さ 35 HRC の管継手端部をもち，表面260 
処理を施していないねじ継手の鋼製心棒又は鋼製ブロックを使用する。 261 

11.3 手順 262 

試験時は，継手本体を固定し，ねじ切り端位置のナット六角対辺部にスパナをかける。表 8 に従って，263 
過締付け試験を行う。 264 

 265 

表 8－過締付け試験の条件及び手順 266 

試験項目 条件及び手順 

試験手順 
過締付けトルクに達するまで，ナットにトルクを加え続ける。別途規定のない限り，過締付けト

ルクは，少なくともそれぞれの規定する試験トルク（締付け量の場合はこれに対応する試験トル

ク）の 1.5 倍とする。 

合否基準 

次の場合，部品は，試験に不合格とみなす。 

－ナットを緩めた後に，ナットを手で取り外すことが不可能である。 

－ナットを手で自由に回転することが不可能である。 

－ナットを手で元の位置まで戻せない。 

－シール面又はナットに，使用できなくなるような目視可能なき裂がある。 

11.4 試験組立品の再使用 267 

この試験に合格した部品は，他の試験に使用せず，実際の供給に使用してはならず，また，在庫に戻し268 
てはならない。 269 

12 振動試験 270 

12.1 基本 271 

それぞれの継手の規格に別途規定のない限り，12.2 に示す 6 個の試験組立品に対して試験を行い，継手272 
が表 9 に規定する振動に対して部品に漏れ又は破損などの不具合がないことを確認する。ただし，DN 51273 
以上のフランジ継手の組立品及び管外径 50 mm 以上の管継手については，強度計算又は有限要素法による274 
解析によって設計検証した場合，3 個の試験組立品の試験で十分とする。 275 

12.2 手順 276 

12.2.1 表 9 に従って，12.2.2～12.2.7 に規定する振動試験を行う。 277 

 278 

 279 

 280 
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 281 

表 9－振動試験の条件及び手順 282 

試験項目 条件及び手順 

試験流体 
ISO 6743-4に規定する作動油（例：HM）で，JIS K 2001に規定するISO粘度グレード番号ISO VG 
32と同等又はそれ以下の動粘度の作動油，又は水とする。 

試験流体は，試験成績書に記録する。 
試験圧力 選択した管の最高使用圧力又は継手の最高使用圧力のいずれか小さい値とする。 
曲げ応力の基

準 
試験用管の最小降伏点の 25 %であって，60 N/mm2 を超えない値とする。 

試験振動数 10 Hz～50 Hz の間の固定振動数とする。 
試験回数 最低 1 000 万の振動サイクルとする。 
合否基準 1 000 万サイクルに到達する前に，漏れ又は不具合が発生した場合，不合格とみなす。 

12.2.2 試験組立品を図 7 に示すように組み付ける。ひずみゲージは，図 7 に定める位置に貼付する。試験283 
用管の最小長さ Lは，表 10 による。 284 

12.2.3 図 7 に示すように回転振動又は軸方向振動(平面振動)のいずれかを発生する試験設備に試験組立285 
品を取り付ける。 286 

12.2.4 試験組立品内の空気抜きを行った後に，表 9 で規定する試験圧力まで試験組立品に加圧する。 287 

12.2.5 軸方向の合成応力が管の最小降伏点の 25 %になるまで，ひずみゲージの反対側にある管端部に曲288 
げ荷重をかける。 289 

注記 最小降伏点が 235 MPa を超える管を使用する場合は，試験で使用する曲げ応力の基準を決定する290 
際に，管の運動学的能力を考慮する必要がある。 291 

 292 

表 10－振動試験の管の最小長さ 293 

単位 mm 
管外径 X 試験用管の最小長さ L 
X ≤ 20 250 

20 < X ≤ 50 250 又は 8 Xのいずれか大きい値 
X > 50 400 又は 8 Xのいずれか大きい値 

 294 

 295 

 296 

 297 

 298 
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 記号説明 
 1：ひずみゲージ 
 2：駆動端 
 3：試験組立品 
 4：固定端 
 5：作動油又は水の供給 

a) 回転振動又は平面振動試験用試験組立品の設置 
 

 
 記号説明 
 1：ひずみゲージ 
 2：駆動端 
 3：試験組立品 
 4：作動油又は水の供給 
 5：荷重作用点 

b) 回転振動試験用試験組立品の設置(任意選択) 
 

図 7－標準的な振動試験用の試験組立品及び組付け 299 

12.2.6 試験組立品に，不具合が発生するまで，又は 1 000 万サイクルに達するまで，10 Hz～50 Hz の振動300 
を加える。 301 

12.2.7 試験組立品が 1 000 万サイクルに達する前に漏れ又は不具合が生じた場合は，到達したサイクル数302 
及び不具合の種類（管抜け，ナットのゆるみ，継手本体にき裂など）を記録する。 303 

12.3 試験組立品の再使用 304 

この試験に合格した部品は，他の試験に使用せず，実際の供給に使用してはならず，また，在庫に戻し305 
てはならない。 306 



14 
B 2353：0000  

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

13 振動を伴う耐衝撃圧試験 307 

13.1 基本 308 

それぞれの継手の規格に別途規定のない限り，図 8 に示す試験組立品 6 個に対して試験を行い，継手に309 
振動を加えながら，最高使用圧力の 133 %の衝撃圧の 50 万サイクルに達する前に，部品に漏れ又は破損な310 
どの不具合がないことを確認する。DN 51 以上のフランジ継手の組立品及び管外径 50 mm 以上の管継手に311 
ついては，強度計算又は有限要素法による解析によって設計検証した場合，3 個の試験組立品の試験で十312 
分とする。 313 

13.2 手順 314 

13.2.1 試験組立品内の空気抜きを行った後に，表 11 及び図 8 の要求事項によって，振動を伴う耐衝撃圧315 
（インパルス）試験を行う。 316 

 317 

表 11－振動を伴う耐衝撃圧試験の条件及び手順 318 

試験項目 条件及び手順 

試験流体 
ISO 6743-4に規定する作動油（例：HM）で，JIS K 2001に規定するISO粘度グレード番号ISO VG 
32と同等又はそれ以下の動粘度の作動油，又は水とする。 

試験流体は，試験成績書に記録する。 

試験圧力 
試験圧力は，継手の最高使用圧力の 133 %のピーク圧力及び最大 2.0 Hz の固定衝撃振動数をも

つ ISO 6605 の図 2 又は図 3 に規定されている波形に適合しなければならない。 
曲げ応力の基準 試験用管の最小降伏点の 25 %であって，60 N/mm2 を超えない値とする。 
試験振動数 20 × 固定衝撃振動数とする。 
試験回数 最低 50 万衝撃圧サイクルとする。 

合否基準 
試験中，いずれの試験組立品も，漏れ又は不具合（管抜け，ナットのゆるみ，継手本体にき裂な

ど）があってはならない。 

13.2.2 試験組立品を，図 8 に示すように組み付ける。ひずみゲージは，図 8 に示す場所に貼付する。試験319 
用管の最小長さ Lは，表 10 による。 320 

 321 
 

 記号説明 
 1：ひずみゲージ 
 2：駆動端 
 3：作動油又は水の供給 
 4：試験組立品 
 5：固定端 
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図 8－標準的な振動を伴う耐衝撃圧試験用の試験組立品及び組付け 322 

13.3 試験組立品の再使用 323 

この試験に合格した部品は，他の試験に使用せず，実際の供給に使用してはならず，また，在庫に戻し324 
てはならない。 325 

14 規格適合表示 326 

この規格に適合することを，試験成績書，カタログ及び販売資料に記載する場合は，次の文言を用いる327 
ことを強く推奨する。 328 

“金属製管継手の試験方法は，JIS B 2353:0000（油圧・空気圧用及び一般用途用金属製管継手－油圧用329 
継手の試験方法）に適合する。” 330 

 331 
  332 
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附属書 A 333 

（参考） 334 

試験成績書の様式例 335 

 336 
試験対象の継手に関する仕様： 
規格（JIS 番号など）  材質  
製造業者  試験場所  
スタッド端部 タイプ  サイズ  密封の種類  
管継手端部 タイプ  サイズ  密封の種類  
繰返し組立試験，漏れ試験及び耐圧試験の結果：試験組立品の最小数 = 3（箇条 5～箇条 7 参照） 

試験組立品 No. 
締付けトルク（N·

m） 

又は締付け量 
試験流体 

不具合の種類 

繰返し組立試験 漏れ試験 耐圧試験 

タイプ 1 の初回組立後 
1      
2      
3      

タイプ 1 の 6 回再組立後 
1      
2      
3      

漏れ試験の結果：試験組立品の最小数 = 3（箇条 6 参照） 

試験組立品 No. 
締付けトルク（N·

m） 

又は締付け量 
試験流体 

試験圧力 
（MPa） 

不具合の種類 

タイプ 2 
1     
2     
3     

タイプ 3 又はタイプ 4（いずれか丸で囲む） 
1     
2     
3     

耐圧試験の結果:試験組立品の最小数 = 3（箇条 7 参照） 

試験組立品 No. 
締付けトルク（N·

m） 

又は締付け量 
試験流体 

試験圧力

（MPa） 
不具合の種類 

1     
2     
3     

破壊圧力試験の結果:試験組立品の最小数 = 3（箇条 8 参照） 

試験組立品 No. 
締付けトルク（N·

m） 

又は締付け量 
試験流体 

試験圧力

（MPa） 
不具合時の 

圧力（MPa） 
不具合の種類 

1      
2      
3      
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耐衝撃圧試験の結果：試験組立品の最小数 = 6（箇条 9 参照） 

試験組立品 No. 
締付けトルク（N·m） 

又は締付け量 
試験流体 試験サイクル数 

不具合時の 

サイクル数 
不具合の種類 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

真空試験の結果：試験組立品の最小数 = 2（箇条 10 参照） 

試験組立品 No. 
締付けトルク（N·m） 

又は締付け量 

絶対圧力 
（kPa） 

不具合の種類 

1    
2    

過締付け試験の結果：試験組立品の最小数 = 6（箇条 11 参照） 

ナット品 No. 
過締付けトルク（N·m） 

又は過締付け量 
不具合の種類 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

振動試験の結果：試験組立品の最小数 = 6（箇条 12 参照） 

試験組立品 No. 
試験圧力

（MPa） 
軸方向組合せ応力

（N/mm2） 
試験サイクル数 

不具合時の 

サイクル数 
不具合の種類 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

振動を伴う衝撃圧試験の結果：試験組立品の最小数 = 6（箇条 13 参照） 

試験組立品 No. 
締付けトルク 

（N·m） 

又は締付け量 

試験流体 
衝撃圧力 

（MPa） 

軸方向 

組合せ応力

（N/mm2） 

試験 

サイクル数 

不具合時の 

サイクル数 
不具合 

の種類 
衝撃圧 振動 

1         
2         
3         
4         
5         
6         

結論：合否判定，不合格の場合の理由 
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寸法（例外事項の一覧）： 

作成者氏名： 
 
承認者署名： 
 

日付： 

 337 
  338 
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附属書 JA 392 

（参考） 393 

JIS と対応国際規格との対比表 394 
 395 

JIS 番号 対応国際規格番号：発行年（JIS と国際規格との対応の程度の全体評価の記号） 
 
a) JIS の箇

条番号 
b) 対応国際

規格の対

応する箇

条番号 

c) 箇条ご

との評

価 

d) JIS と対応国際規格との技術的差異の

内容及び理由 
e) JIS と対応国際規格

との技術的差異に対

する今後の対策 

4.1 
表 1 

4.1 
表 1 

削除 対応国際規格では，部品記号が記載されて

いるが，使用する必要がないため，削除し

た。 

ISO 規格見直し時に変更

を申し入れる。 

変更 対応国際規格では，各継手の圧力は，その

使用圧力と記載されているが，最高使用圧

力であるため，“最高使用圧力”に変更し

た。 

ISO 規格見直し時に変更

を申し入れる。 

4.1 
図 4 

4.1 
図 4 

追加 対応国際規格では，フランジ継手接続部の

断面図が掲載されているが，どの断面なの

かより明確にするため，英文字を追記し

て，断面の位置を明確にした。 

ISO 規格も間違いではな

いため，ISOへの提案は行

わない。 

4.3.3 4.3.3 変更 箇条 7～箇条 9，箇条 12 及び箇条 13 では，

試験流体に水の使用が認められていて，作

動油（hydraulic flud）に限定していないた

め，作動油を“試験流体”に変更した。 

ISO 規格見直し時に変更

を申し入れる。 

4.3.1， 
7.2 
表 4， 
8.2 
表 5， 
9.2 
表 6， 
12.2.1 
表 9， 
13.2.1 
表 11 

4.3.1， 
7.2 
表 4， 
8.2 
表 5， 
9.2 
表 6， 
12.2.1 
表 9， 
13.2.1 
表 11 

変更 対応国際規格では，粘度（viscosity）として

いるが，正確には動粘度（kinetic viscosity）
であるため，“動粘度”とした。 

ISO 規格見直し時に変更

を申し入れる。 

5.2 5.2 変更 対応国際規格では，ストレートスタッド継

手及びエルボ継手について，図 1 の中の部

品 A 及び部品 B として説明しているが，

図 1におけるそれぞれの対応を明確にする

ため，それぞれ“記号 3”及び“記号 5”と

しての説明に変更した。 

ISO 規格見直し時に変更

を申し入れる。 

6.1 6.1 変更 対応国際規格では，全てのタイプ 1 として

いるが，他の箇条の表現に合わせて，“ 3
個”に変更した。 

ISO 規格には技術的差異

はない。 

8.2，9.2， 
12.2.4，13.2.1 

8.2，9.2， 
12.2.4，13.2.1 

追加 対応国際規格では，試験組立品の空気抜き

に関する記載がないため，“試験組立品内

の空気抜きを行った後に”を追加した。 

ISO 規格見直し時に変更

を申し入れる。 
 

9.2 
表 6， 

9.2 
表 6， 

追加 対応国際規格では，試験圧力に関する詳細

な説明がないため，これに関する細分箇条

ISO 規格見直し時に変更

を申し入れる。 
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13.2.1 
表 11 

13.2.1 
表 11 

及び図番号を追加した。 

9.2 
表 6， 
12.2.7 
13.2.1 
表 11 

9.2 
表 6， 
12.2.7 
13.2.1 
表 11 

追加 対応国際規格では，不具合の種類について

記載されていないが，具体化するために，

これらを例として示した。 

ISO 規格見直し時に追加

を申し入れる。 

11.3 
表 8 

11.3 
表 8 

追加 対応国際規格では，11.1 に過締付け量で試

験する場合について記載があるが，表 8 に

記載がないため，“（締付け量の場合はこれ

に対応する試験トルク）”を追加した。 

ISO 規格見直し時に追加

を申し入れる。 

12.1 12.1 追加 9.1 及び 13.1 では，強度計算による検証も

認められていて，12.1 では抜けているた

め，これらに合わせ，記載を追加した。 

ISO 規格見直し時に追加

を申し入れる。 

附属書 A 附属書 A 追加 対応国際規格では，6 行目に，繰返し試験

及び漏れ試験の結果だけを記載するよう

になっているが，耐圧試験の結果について

も記載するため，“耐圧試験”を追加した。 

ISO 規格見直し時に追加

を申し入れる。 

附属書 A 附属書 A 追加 対応国際規格では，破壊圧力試験結果につ

いて，“ MPa”の欄に対応する記載が抜け

ているため，“不具合時の圧力”を追加し

た。 

ISO 規格見直し時に追加

を申し入れる。 

附属書 A 附属書 A 変更 対応国際規格では，振動を伴う衝撃圧試験

での試験組立数の最小数を“3”としている

が，誤記のため“6”と変更した。 

ISO 規格見直し時に変更

を申し入れる。 

注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を，次に示す。 
－ 削除：対応国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
－ 追加：対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
－ 変更：対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。 

注記 2 JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を，次に示す。 
－ MOD：対応国際規格を修正している。 

 396 




